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①  「人材サービス総合サイト」による情報提供 

「人材サービス総合サイト」https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb に入力する 
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② 求人者からの自己申告 

「職業紹介事業の業務運営要領」第 15 様式例にあり 
ダウンロードは https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html から 
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②  求人者からの自己申告 

「職業紹介事業の業務運営要領」第 15 様式例にあり 
ダウンロードは https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html から 
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【明示事項の記載例】
「業務内容の変更の範囲」・「就業場所の変更の範囲」

「有期契約を更新する場合の基準」

※　いわゆる在籍出向を命じることがある場合で、出向先での就業場所や業務が出向元の会社の変更の範囲を超える場合には、その旨を明示するようにしてください。

備考 【年齢制限を行う理由】雇用対策法施行規則第１条の３第１項　①　・　②　・　③イ、・　③ロ、・　③ハ、・　③ニに該当。

　職業安定法第5条の3により、この書面にて労働条件等を明示します。

賃　　金

業務内容

（雇入れ直後）ピッキング、商品補充

（変更の範囲）変更なし（雇入れ直後の業務と同じ）

（雇入れ直後）法人営業　　（変更の範囲）製造業務を除く当社業務全般

（雇入れ直後）経理　　　　（変更の範囲）法務の業務

（雇入れ直後）商品企画

（変更の範囲）本社での商品企画・営業企画、営業所における営業所長としての業務

　　（ただし、出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務）※

就　業　場　所

（事業所名・住所）

〔雇入れ直後〕本社工場（山形県○○市○○　○丁目○番○号　）

〔変更の範囲〕霞ヶ関工場（東京都〇〇区〇丁目○番○号　）

契約期間

　□　期間の定めなし　　☑　期間の定めあり

※　「諸般の事情を総合的に考慮したうえで判断する」というような抽象的なものではなく、「勤務成績、態度により判断する」、「会社の経営状況により

　　判断する」など、具体的に記載いただくことが望ましいです。

契約期間

就業場所

（雇入れ直後）東北支社　　（変更の範囲）東京本社および全国の支社、営業所

（雇入れ直後）山形営業所　（変更の範囲）山形県内の営業所

（雇入れ直後）山形営業所　（変更の範囲）変更なし

契約の更新　有（自動的に更新する）

契約の更新回数は3回を上限とする。

契約の更新　有（契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断）※

通算契約期間は４年を上限とする。

期間の定めあり（令和7年4月1日～令和8年3月31日）

　雇用契約期間  （令和6年4月1日～令和7年3月31日）

　契約の更新　有（契約期間満了時の業務量、勤務成績により判断）

　 通算契約期間は4年を上限とする

  （又は　契約の更新回数は3回を上限とする。）

試用期間 　☑　有： 期間 〇か月　試用期間中の労働条件の変更　有・無（注）　  　　□　無

就業時間 　始業（8時30分）　～　終業（17時30分）

求人票（兼　労働条件明示書）　　　令和　　年　　月　　日

求人者氏名又は名称   株式会社　やまがた技術

業務内容
〔雇入れ直後〕半導体製造装置製造

〔変更の範囲〕雇入れ直後の従事すべき業務と同じ

休憩時間 　12時～13時　（60分）

休日

就業場所における受動喫

煙防止措置の状況
　屋内原則禁煙（喫煙室　有）

　土日、祝日（12/29～1/3を含む）

　基本給（月給）　25万円～30万円

加入保険 　☑健康保険　　☑厚生年金保険　　☑労災保険　　☑雇用保険

時間外労働 　☑有　（月平均　20時間）　　□無

　通勤手当　実費支給（月額上限３万円）　　　昇給　なし

雇用形態 　

記載例

法に定める例外によ

り、年齢制限をする

場合、その理由を提

示することが義務づ

けられています。

将来の配置転換など今後の見込みも含めた、
締結する労働契約の期間中における変更の範囲を記載

・有期雇用契約を更新する場合の基準を記載
・通算契約期間または更新回数に上限がある場合

にはその上限についても記載

将来の配置転換など今後の見込みも含めた、
締結する労働契約の期間中における変更の範囲を記載

固定残業代制を採用する場合は、以下のような記載が必要
①基本給××円（②の手当を除く額）、②□□手当（時間外労働の有無に関わらず○時間分の
時間外手当として△△円を支給）、③○時間を超える時間外労働分の割増賃金は追加で支給

派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨を明示

複数の就業場所が予定されている場合はそれぞれの状況、
派遣求人の場合は派遣先の状況を明示

（注）試用期間と本採用が一つの労働契約であっても、試用期間中と本採用後で労働条件が異なる場合、それぞれの労働条件を明示しなければなりません。
また、有期労働契約が試用期間としての性質を持つ場合には、試用期間となる有期労働契約期間中の労働条件を明示しなければなりません。

③ 労働条件の明示 
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④ 取扱職種等の明示 
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⑤ 業務の運営に関する規程 

「職業紹介事業の業務運営要領」第 15 様式例にあり 
ダウンロードは https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html から 
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⑤ 業務の運営に関する規程 
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⑥ 手数料表 

「職業紹介事業の業務運営要領」第 15 様式例にあり 
ダウンロードは https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html から 
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⑥ 手数料表 
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⑦ 個人情報適正管理規程 

「職業紹介事業の業務運営要領」第 15 様式例にあり 
ダウンロードは https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html から 
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①求人事業所名称 ④ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩

②所　　在　　地 受付年月日

⑤

有効期間

㈱山形労働
　　　システムズ

総務課　佐藤
023-676-××××

かすみ工業㈱

人事部　田中
023-625-××××

求人管理簿

9/30離職
1/15求人者連絡担
当者に電話で確認

2018022

求人受理
整理番号

東根　太郎
採用・
不採用

（様式及び記載例）

２人
ＣＡＤ
オペレーター

山形市桧町●-
●

期間の定め
なし

時給・日給・月給

 (250,000円
　　　～300,000円)

R7.6.15

在職中
1/15求人者あて
訪問し対面で確
認

無

職　種 就業場所

⑪職業紹介の取扱状況

返戻金
③連 絡 担 当 者
　連絡先電話番号

R7.6.1

R7.6.1
～

R7.8.31

採用・
不採用

2018023
天童市▲▲
６－８－２

R7.8.5

1人 機械組立

R5.8.5
～

R5.10.31

　Ｈ

　Ｈ

 Ｈ

人

 Ｈ
　　　～
 Ｈ

R7.7.1

R7.6.15

離職状況

R7.7.1 有

採用・
不採用

採用年月日

山形市香澄町3-2-1

雇用期間 賃　金求人数
紹介年月日

山形　花子

　Ｈ

　Ｈ

天童市▲▲
６－８－２

  時給・日給・月給

 ( 1,200円
 　　　～ 1,500円)

R7.8.25 村山　大助
採用・
不採用

R7.9.1

有期

R7.9.1
～

R7.12.31

R7.8.7 上山　一郎
採用・
不採用

　Ｈ

  時給・日給・月給

 (            円
 ～             円)

人

  時給・日給・月給

 (            円
 ～             円)

 Ｈ

人

 Ｈ
　　　～
 Ｈ

  時給・日給・月給

 (            円
 ～             円)

 Ｈ

 Ｈ
　　　～
 Ｈ

労働契約

転職勧奨禁止期間

無期

R7.7.1～R9.6.30

無期

R7.7.1～R9.6.30

―

備　考

　Ｈ

　Ｈ

求職者氏名

採用・
不採用

　Ｈ

採用・
不採用

　Ｈ

採用・
不採用

　Ｈ

採用・
不採用

　Ｈ

採用・
不採用

　Ｈ

採用・
不採用

管理簿には【求人に関する事項】①～⑪は必ず記載項目として設けること。

求人の有効期間の終了後、２年間の保存が必要。

【求人に関する事項】
①求人者の氏名又は名称・・・求人者が個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載。求人者が複数の事業所を有するときは、求人の申込み及び採用選考の主体となっている事業所の名称を記載。

②求 人 者 の 所 在 地 ・・・求人者の所在地を記載。

③求 人 に 係 る 連 絡 先・・・求人者において、求人及び採用選考に関し、必要な連絡を行う際の担当者の氏名及び連絡先電話番号等を記載。

④求 人 受 付 年 月 日 ・・・求人を受け付けた年月日を記載。なお、同一の求人者から、複数の求人を同一の日に受け付ける場合で、受付が同時ではない場合は、その旨を記載。

⑤求 人 の 有 効 期 間 ・・・求人の取扱いについて、有効期間がある場合は、当該有効期間を記載し、有効期間が終了した都度、その旨記載。なお、有効期間については、事前に求人者に説明すること。

⑥求 人 数 ・・・当該求人の募集する労働者の人数を記載。

⑦求 人 に 係 る 職 種 ・・・当該求人により雇い入れられた労働者が従事する業務の職種を記載。変更の範囲までは記載不要。

⑧求 人 に 係る 就業場所・・・当該求人により雇入れられた労働者が業務に従事する場所を記載。変更の範囲までは記載不要。

⑨求 人 に 係る 雇用期間・・・当該求人により雇入れられた労働者の雇用期間を記載。

⑩求 人 に 係 る 賃 金 ・・・当該求人により雇入れられた労働者の賃金を記載。なお、求人管理簿上に記載された賃金が、求人によって支払単位が異なるときには、時給、日給、月給等が判別できる

ように記載。また、雇用する労働者の能力等によって、賃金額が異なる場合については、下限額及び上限額を記載することでも差し支えない。賃金額が都道府県ごとに設定

されている最低賃金額を満たしているか留意すること。

⑪職業紹介 の 取扱状況 ・・・当該求人に求職者をあっせんした場合、職業紹介を行った時期、求職者の氏名、採用・不採用の顛末等を記載し、採用された場合は採用年月日、期間の定めのない労働契約を

締結したものである場合はその旨、転職勧奨が禁止される期間（採用年月日から、採用難月日の２年後の応当日の前日までの間）及び無期雇用者の離職状況も記載。

無期雇用者就職者の離職状況については、以下のａ又はｂのいずれかを記載。

ａ；６カ月以内に離職（解雇除く）したか否か又は離職状況の確認のための調査により離職状況が判明しなかった場合にはその旨、並びに調査を行った日及び調査方法

ｂ；６カ月以内の離職により返戻金制度に基づき返金が行われたか否か

 
  

⑧ 求人管理簿 
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④ ⑤

受付年月日

⑥
求人受理整理番号 労働契約

有効期間 求人事業所名称 転職勧奨禁止期間

2018022

2018022

　H

　H
　H
　　～
　H

　H
　　～
　H

採用・
不採用

備考
①
②
③

求 職 者 氏 名
住 所
生 年 月 日

紹介年月日
求職希望職種

求　　　職　　　番　　　号

離職状況

⑦職業紹介取扱状況

返戻金
採用・
不採用

求職管理簿

採用・
不採用

R7.7.1
㈱山形労働システムズ

R7.6.5

R7.6.5
～

R7..8.31

採用年月日

（様式及び記載例）

6/21面接
6/25採用連絡有

山形　花子

山形市前田町××１－２

S50.1.1

3001

CAD
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

R7.6.10

無期

R7.7.1
～

R9.6.30

在職中
1/15求人者あて訪
問し対面で確認

無

6/21面接
6/25採用連絡有

東根　太郎

東根市羽入●●３－５

S42.5.20

3002

CAD
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ

R7.6.15
採用・
不採用

R7.7.10

R7.6.10

R7..6.10
～

R7.8.31

無期
9/30離職
1/15求人者連絡担
当者に電話で確認

有
㈱山形労働システムズ R7.7.10

～
R9.7.9

　H
　H
　　～
　H

　H
　　～
　H

　H

　H

採用・
不採用

採用・
不採用　H

　　～
　H

　H
　　～
　H

【求職に関する事項】
①求 職 者 の 氏 名・・・求職者の氏名を記載。

②求 職 者 の 住 所・・・求職者の住所を記載。

③求職者 の 生年月日・・・求職者の生年月日を記載。年齢によっては、労働基準法上、就業に関する制限がある。

④求職者 の 希望職種・・・求職者の希望する職種を記載。求職者の希望職種によっては、受付手数料を徴収することも可能であるため、確認必要。

⑤求 職 受 付 年 月 日・・・求職を受け付けた年月日を記載。

⑥求 職 の 有 効 期 間・・・求職の取扱で有効期間がある場合は、当該有効期間を記載し、有効期間が終了した都度、その旨記載。なお、有効期間については、事前に求職者に説明すること。

⑦職業紹介の取扱状況・・・当該求職者に求人をあっせんした場合、職業紹介を行った時期、求人者の氏名又は名称（当該求人者からの求人が複数ある場合は、求人が特定できるように

する。）、採用・不採用の顛末を記載し、採用された場合は採用年月日、期間の定めのない労働契約を締結したものである場合はその旨、転職勧奨が禁止される

期間（採用年月日から、採用年月日の２年後応当日の前日までの期間）及び無期雇用就職者の離職状況も記載。

無期雇用者就職者の離職状況については、以下のａ又はｂのいずれかを記載。

ａ；６カ月以内に離職（解雇除く）したか否か又は離職状況の確認のための調査により離職状況が判明しなかった場合にはその旨、並びに調査を行った日及び調査方法

ｂ；６カ月以内の離職により返戻金制度に基づき返金が行われたか否か

管理簿には【求職に関する事項】①～⑦は必ず記載項目として設けること。

求職の有効期間の終了後、２年間は保存してください。

  

⑨ 求職管理簿 
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（様式及び記載例）

① ② ③

支払者氏名または事業所名称 徴収年月日 手数料の種類 手数料額（※）
第二種特別加入保険料に

係る手数料
賃金等 手数料割合等

上山　友子 R7.5.18
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料
670 0 現金

㈱スーパー需給　幸町店 R7.5.23
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料
1,800 0 12,000 15% 振込

南沼原産業(株) R7.5.31
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料
672,000 0 3,200,000 21% 振込

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

R
求人受付・求職受付

求人受付事務費用

紹介手数料

手数料管理簿

④手数料 ⑤手数料の算出根拠

備　考

【手数料に関する事項】
①手数料を支払う者の氏名又は名称・・・求人者、関係雇用主又は求職者のうちの手数料の支払いを行う者について、個人の場合は氏名を、法人の場合は名称を記載。

なお、求人者又は関係雇用主が複数の事業所を有する時は、求人申込み等の主体となっている事業所の名称を記載。

②徴 収 年 月 日・・・手数料の支払いが行われた年月日を記載。

③手 数 料 の 種 類・・・求人受付手数料、求職受付手数料、求職者手数料、紹介手数料等の種類を記載。

④手 数 料 の 額・・・徴収した手数料の額及び第二種特別加入保険料を徴収している場合はその額を記載。第二種特別加入保険料を徴収した場合、※欄には徴収し

た届出制手数料の総額から保険料に充てるべき手数料額を除いた額を記載。消費税を徴収している場合は、税込みで記載。

⑤手数料の算出根拠・・・手数料の算出根拠となった賃金、割合等をわかるように記載。

様式には、【手数料に関する事項】①～⑤を必ず記載項目として設けること。

  
  

⑩ 手数料管理簿 
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参考 指針 
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参考

b 

指針 
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参考 指針 
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参考

b 

指針 



 

20 
 

 
  

参考 指針 
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参考 指針 
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参考 指針 
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参考 指針 
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参考 指針 
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参考 指針 



 

26 
 

 
  

参考 取扱職種等の明示手段の希望確認(R7.12.23) 



 

27 
 

 
  

参考 SNS 等に掲載する募集情報の内容(R6.12.18) 
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参考 SNS 等に掲載する募集情報の内容(R6.12.18) 
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参考 紹介手数料率実績の公開と違約金規約の明示(R6.10.30) 
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参考 紹介手数料率実績の公開と違約金規約の明示(R6.10.30) 
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参考 労働条件明示と手数料等の情報提供のルール変更(R6.4.1～) 



 

32 
 

 
  

参考 労働条件明示と手数料等の情報提供のルール変更(R6.4.1) 
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参考 安定法改正による運営ルール変更(R4.10.1) 
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参考 安定法改正による運営ルール変更(R6.4.1) 
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参考 安定法改正による運営ルール変更(R4.10.1) 
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参考 「就職お祝い金」等の規制(R3.4.1～) 



 

37 
 

 
  

参考 「受動喫煙防止」に向けた取組(R2.4.1～) 
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参考 「受動喫煙防止」に向けた取組(R2.4.1～) 
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参考 求人不受理(R2.3.30～) 
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参考 求人不受理(R2.3.30～) 
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参考 特定技能外国人材の受入(H31.4.1～) 
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参考 特定技能外国人材の受入(H31.4.1～) 



 

43 
 

 
  

参考 特定技能外国人材の受入(H31.4.1～) 
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参考 特定技能外国人材の受入(H31.4.1～) 


